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後期高齢者医療制度のお知らせ
～高額介護合算療養費および医療費通知について～

高額介護合算療養費について

医療費通知について

自己負担限度額表　

イメージ図

高額介護合算療養費とは
　医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担額を軽減する制度です。
　同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超
えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。なお、手続きには後期高
齢者医療担当窓口への申請が必要です。

※後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は、対象となりません。
※支給額が５００円以下の場合は支給されません。

負担割合 区分 自己負担額の合計の基準額

３割 現役並み所得者
【課税所得６９０万円以上】２１２万円
【課税所得３８０万円以上】１４１万円
【課税所得１４５万円以上】　６７万円

２割 一定以上所得者 ５６万円

１割
一般 ５６万円

住民税
非課税
世帯

区分Ⅱ（※１） ３１万円
区分Ⅰ（※２） １９万円

※１　世帯全員が住民税非課税で
　　　区分Ⅰに該当しない方

※２　世帯全員が住民税非課税で
　　　あり、世帯全員の所得が０
　　　円（公的年金収入のみの場
　　　合、その受給額が 80 万円
　　　以下）、または老齢福祉年
　　　金を受給している方

対象の方へは案内が送付されます。案内が届きましたら、申請書、本人名義の通帳を
持参のうえ、役場国保係までお越しください。

　広域連合では、被保険者の皆さまの医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を対象期間に医療
機関などを受診した全ての被保険者の皆さまへ送付しています。発送月は１月上旬と２月下旬の年２回です。

●この通知は、皆さまの受診状況についてお知ら
　せするもので、請求書ではありません。
●この通知は、医療費控除の確定申告の手続きで、
　医療費の明細書として使用することができます。
　医療費控除の申告に関することは、税務署また
　は役場税務担当までお問い合わせください。

医療費通知の活用について
●医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
●健康診査など、皆さまの健康保持・増進に役立つ情報が掲載されています。
●医療費通知を医療費控除に使用する場合でも、領収書は捨てないでとっておきましょう。

高額介護合算療養費についての問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合　☎011－290－5601
国保係　9番窓口　☎77－8379

医療費控除の申告についての問い合わせ先
網走税務署　☎0152－43－2181
税務収納係　10番窓口　☎77－8376

【自己負担額の計算期間：令和4年8月1日～令和5年7月31日】

産前産後期間相当分（４か月分）の
国民健康保険税が免除されます！

対象となる方・受付期間

国民健康保険税の免除方法

届出に必要な書類

届出先

●令和５年１１月１日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
　妊娠８５日（４か月）以上の出産が対象です（死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます）。
●出産予定日の６か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

①届書
②母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

国保係　９番窓口　☎７７－８３７９

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税
　が０になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月（又は出産月）の３か月前から６か月相当分が減額されます。

※令和５年 11 月に出産した場合、令和６年１月相当分の保険税が減額されます。令和６年１月より
　前の期間については減額の対象とはなりません。

保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。

･･･ 対象期間

単胎の方
３か月前

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ２月１月
令和５年 令和６年

２か月前 １か月前 １か月後 ２か月後 3 か月後

多胎の方

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月（又は出産月）
の前月から出産予定月（又は出産月）の翌々月（以下「産前産後期間」といいま
す。）相当分が減額されます 。

令和５年度においては、産前産後期間のうち令和６年１月以降の期間の分だけ、
保険税が減額されます。

出産予定月

出産予定月

出産予定月
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